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平成２５年度予算編成方針

Ⅰ 現在の経済情勢と本市の財政状況

東日本大震災後、電力供給不足やサプライチェーンの崩壊などにより

厳しい状況にあった日本経済は、現在、復興需要等を背景に緩やかにで

はあるが回復しつつある。

内閣府の発表した平成２４年９月の月例経済報告では、「景気は、世

界景気の減速等を背景として、回復の動きに足踏みがみられる。」とし

ている。先行きについては、当面は弱めの動きも見込まれるものの、復

興需要や海外経済の改善により再び景気が回復へ向かうことが期待され

る。ただし、欧州政府債務危機を背景とする海外景気のさらなる下振れ、

デフレの影響等について留意していく必要があり、今後の景気の動向に

ついて、情報の収集に努め状況を確実に把握していかなければならない。

政府は、大震災からの復興と景気の下振れ回避に万全を期すとしてい

る。一方で、防災施策や社会保障費に係る財源確保のため、個人市民税

の均等割税率及び消費税率が変更となることにより企業業績や消費者マ

インドが低下しないか注意が必要である。

本市の平成２３年度の決算については、歳入について、市税がほぼ前

年度並みとなる一方、歳出では公債費は減少したものの扶助費及び退職

手当の増による人件費が増額となったため、財政構造の弾力性を示す経

常収支比率は平成２３年度において９４．９％と前年度より２．５ポイ

ント悪化し、財政の硬直化が進行した。

今後、高齢化等に伴う扶助費等社会保障関連の経費の増が見込まれて

いるため、財源の確保や経費の削減に努めていかなければならない。ま
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た、事業を実施する上で必要な財源の一つとなる市債は、将来の過度な

負担の軽減を図るため、事業債については発行の減少により残高につい

ても減少しているが、地方交付税として交付すべき財源の不足分を補て

んするため発行する臨時財政対策債の残高が増加している。財政の健全

化を判断する指標の一つである実質公債費比率は２．８％と前年度の３．

４％より０．６ポイント低下し、早期改善基準である２５％を大きく下

回っているが、発行にあたっては後年度の財政負担が過大にならないよ

う慎重に運用をしていかなければならない。

Ⅱ 茅ヶ崎市総合計画第２次実施計画の策定にあたって

平成２５年度から２７年度を計画期間とする茅ヶ崎市総合計画第２次

実施計画（以下「第２次実施計画」という。）では、総合計画に位置づ

けられた「新しい公共の形成」、「行政経営の展開」の２つの市政の基

軸及び「第１次実施計画の施策評価結果」を踏まえ、市民サービスの充

実を図るとともに、防災・減災の視点から安全・安心のまちづくりの推

進に関する事業や市民生活にとって特に重要で、かつ緊急性が高い事業

を優先することとしている。

事業の採択にあたっては、政策目標及び施策目標を踏まえ、目標達成

に寄与する事業を採択し、政策的事業については、第２次実施計画期間

中に実施する事業を「Ａ」、第２次実施計画期間中に実施できるよう財

源調整を行い、実施の可能性を検討する事業を「Ｂ」としている。

第２次実施計画においては、全ての採択事業を実施するため、歳入に

ついては自主財源等財源を確保し、歳出については、採択事業について、

「Ｂ」はもちろん、「Ａ」についても事業コストの縮減等を徹底し、収

支の均衡を図ることとする。
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Ⅲ 平成２５年度の財政見通し

歳入については、平成２４年度当初予算においては、市民税について

は年少扶養控除の廃止などに伴い前年度より約３億１，１００万円の増

収を見込むものの、３年毎の評価替えに伴う固定資産税等の減により市

税全体で前年度より約１，８００万円の減を見込んでいたところである。

平成２５年度については、復興需要等を背景とした国内景気の回復等

により市税の増収は見込めるものの、海外景気の下振れやデフレの影響

などのマイナス要因も踏まえ、個人所得や企業業績について注意してい

く必要がある。

また、普通交付税については、８月に内閣府より発表された中期財政

フレームや財務省より発表された平成２５年度予算の概算要求方針及び

年末に国より示される地方財政計画を基に的確に見込むこととする。

歳出については、第２次実施計画の初年度であり、第１次実施計画の

事後評価としての施策評価を踏まえるとともに、茅ヶ崎市総合計画に掲

げる政策目標の中間値や施策目標の達成に寄与するために実施すべき事

業を位置づけているが、一般財源ベースで歳出については、職員給与費

が約１２０．３億円、定例・定型的事業費が約６７．２億円、政策的事

業費が約２６９．８億円となり、全体で約４５７．３億円、歳入につい

ては約４２８億円を見込んでいる。現時点での２５年度の財源不足は約

２９．３億円となっており、全事業を実施することは極めて困難である

ことから、ゼロベースから事業費の見直しを徹底し、全職員が一丸とな

って更なる財政運営の効率化を図らなければならない。このほか、一般

会計の市債残高については、平成２３年度末現在で約４３７億円である

が、今後は公共施設整備・再編計画を始め、実施計画に位置づけられた

大型事業が計画されており、市債発行額の増加が見込まれる。健全な財
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政運営を行うため、実質公債費比率など財政の健全化を判断する指標に

留意するとともに、国・県支出金などの特定財源を的確に反映させるこ

とが必要である。

以上が現時点での財政推計を踏まえた、平成２５年度の歳入、歳出の

見通しであるが、歳入・歳出ともに業務棚卸評価等の活用により、必要

性や費用対効果を再度検証し、 少の経費で 大の効果を生む予算編成

を行わなければならない。

Ⅳ 予算編成の基本方針

平成２５年度は、第２次実施計画の初年度となり、今後の３年間にお

いて、基本構想に定めた政策目標・施策目標の達成のため、各施策を実

施するところであるが、前述のとおり、市税等歳入の大幅な増額が見込

まれない中、平成２５年度も、厳しい予算編成とならざるを得ない。

第２次実施計画に採択された事業を着実に実施し、市民ニーズの的確

な把握と効果的な事業の成果が求められている現在、全ての職員がコス

ト意識と厳しい財政状況の認識を持ち、引き続き健全な行財政運営に努

めていかなければならない。

さらに、第２次実施計画で採択された事業については、経営改善を行

いながら効果的に事業を実施することとしていることから、そのすべて

を経営改善方針の対象事業としている。各部局においては、この経営改

善方針に基づき、自主財源の確保はもちろんのこと、業務計画及び業務

棚卸評価により、事業コストの縮減、優先順位を踏まえた事業選択を徹

底し、市民ニーズに即した施策の展開に努めなければならない。また、

より多くの実施計画事業が実施できるよう、平成２５年度当初予算にお

いては、すべての事業について、要求後一件査定を行い、財源の 大の
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活用を図ることとするが、各部局とも市政全体を見渡す視野を持って、

事業費の削減等について、理解と協力を願いたい。

Ⅴ 予算編成に当たっての留意事項

各部局においては業務棚卸評価や第２次実施計画との整合を図り、一

般財源と事務事業に係る特定財源をもとに予算を要求するものとし、次

の点に留意されたい。

１ 予算要求に関する事項

（１）事業手法の選択にあたっては、経済性・効率性を十分に考慮す

ること。

（２）特定財源については、国・県支出金などのほか、自治総合セン

ター、地域活性化センターなどの各種団体の補助制度等の対象と

なる可能性を精査し、 大限の活用、財源の確保を図ること。

また、情報収集に努め、遺漏のないよう留意すること。

（３）事務事業の見直しにあたっては、業務棚卸評価及び施策評価に

より、事業の優先度を十分勘案して、総合的に評価・検証するこ

と。

（４）各部局への「定例・定型的事業」の枠配分額は、第２次実施計

画採択時に企画経営課が各部局に提示した額とする。

（５）定例・定型的事業（部局採択）

政策的事業と同様、予算要求にあたって、第２次実施計画採択

時に企画経営課が提示した事業費を要求額の限度とするが、さら

に部局内において、ゼロベースの見直しを行い、事業費の精査を
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行った上で、予算要求すること。なお、企画経営課が提示した枠

配分額より、自主的に部局内で削減した経費については、財政課

と協議の上、部局内における政策的事業の財源とする。

（６）政策的事業（企画経営課採択）

予算要求にあたって、第２次実施計画採択時に企画経営課が提

示した事業費を要求額の限度とし、さらに事業内容、実施方法及

び事業費の妥当性の精査により要求額を抑えるよう努めること。

なお、企画経営課の提示した事業費はあくまでも上限であるこ

とに留意されたい。

（７）９月議会で行われた決算審査における事業評価の結果及び施策

評価・業務棚卸評価の結果については、部局内で十分な協議を行

った上で、予算要求に反映させること。

（８）公民連携の推進

市民サービスの提供においては、既存の枠組みにとらわれるこ

となく、そのサービスを誰が担うことが も効果的、効率的なの

かといった視点から、公民の役割分担の 適化を図り、常に 適

な実施主体を選択することで、市民や受益者の負担に対するサー

ビスの 大化を追求する必要がある。このため、すべての事業に

ついて、公的関与のあり方を再確認し、限られた予算の中で、市

全体としての市民サービスの質・量の充実を目指す事業展開をす

ること。

２ 年間予算の編成

事務事業の計画的な執行を図るため、年間予算を見積もること。見積

もりにあたっては、平成２３年度の決算状況及び平成２４年度の執行状
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況を踏まえること。

３ 歳入に関する事項

歳入の見積もりにあたっては、社会経済情勢の動向、過去の実績等を

精査分析し、地方行財政に関する国の制度改正の動向等の情報収集に努

めることとし、それにかかわる財源を正確に捕捉し、過大、過小となら

ないよう留意すること。

特に、制度の変更が生じてくることが予想されるものについては、関

係機関との連絡を密にし遺漏のないよう努めること。

（１）市 税

市税収入については、新たに増減要因となるものが判明した場

合は、確実に当初予算に反映させること。

また、引き続き適正な賦課、徴収に努め、より一層の収納率の

向上に取り組み、また保険料など税外収入を所管する部局と緻密

な連携を図りながら、自主財源の確保を積極的に行うこと。

（２）分担金及び負担金

国庫補助基準等がある場合は、その基準を考慮しつつ、受益者

負担の原則に基づき、受益と負担のバランスの適正化を求めるよ

う配慮すること。

（３）使用料及び手数料

維持管理経費等の原価を考慮した中で、市民の負担の公平を確

保するため、利用者負担の割合の適正化を図ることのできるよう

検討すること。

なお、指定管理者制度と利用料金制度を合わせて導入した場合、

施設の利用料金は指定管理者の収入となるので、詳細な事項につ
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いては、企画経営課と協議すること。

（４）国・県支出金

国・県支出金等については、積極的に 新の情報を収集し、予

算編成において的確な内容で反映するよう努めること。特に「神

奈川県緊急財政対策本部会」において対象となっている補助金等

については、情報収集に努めるとともに、現状の額の確保を県に

強く働きかけた上で、確実に当初予算に反映すること。

（５）市 債

市債については、償還が及ぼす将来の財政負担を考慮し、慎重

な運用に努めること。

４ 歳出に関する事項

（１）第一次経費の要求

第一次経費の予算要求は、原則、実施計画において採択された

定例・定型的事業を対象とし、それぞれの事務事業の実施にとも

ない収入される特定財源と提示された一般財源をもとに組み立て、

要求することとする。

また、当初予算において事業費への一般財源の充当を機械的に

枠内におさめ、年度途中で不足額を生じさせたり、国庫支出金等

の特定財源を過大に見積もり、歳入欠陥を生じさせたりすること

がないよう、さらに計上する科目については、年度の途中で科目

更正のないように留意すること。

（２）第二次経費の要求

第二次経費の予算要求は、第２次実施計画において採択された

政策的事業を対象とする。
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（３）公共施設の老朽化に伴う大規模修繕費（１件当たり、１００万

円を超える施設に係る修繕費）について、第二次経費として予算

要求することとする。なお、この財源については、予算の範囲内

において、別枠で対応することとする。

（４）実施時期が確定していない事業用地の先行取得は、原則認めな

い。

（５）補助金・負担金

補助金については、「茅ヶ崎市における補助金等の見直しにつ

いて」で示した基準に基づき見直した上で、支出の必要性や適正

な補助金額を精査すること。

なお、各種行政協議会等の負担金については、前年度に引き続

き削減、廃止に努めること。

（６）人件費

義務的経費である人件費については、効率的・効果的な行政経

営をめざし、人件費の抑制という視点から第４次定員適正化計画

により職員数の適正化を図っているところである。

平 成 ２ ５ 年 度 は 、 各 部 局 に お い て 、 職員の負担の 軽 減 や 時 間

外 勤 務 手 当 を は じ め と す る 人 件 費 の 抑 制 を 行 う た め 、 事 務 の

見 直 し は も ち ろ ん の こ と 、 再任用職員、非常勤嘱託職員、臨時

職員等の適正かつ積極的な活用に取 り 組 む こととする。

５ 特別会計に関する事項

各会計とも、第二次経費として要求すること。

本市の厳しい財政状況を考慮し、各特別会計に対する繰出金・負担金

については、可能な限り一般会計への負担の軽減を図ること。
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そのため、事務事業を絶えず見直し、経営改善の徹底に努めること。

また、制度の見直しなど、常に 新の情報を取り入れるよう努めるこ

と。

（１）国民健康保険事業

医療給付費の増加に対応するため、診療報酬明細書の点検業務

をさらに徹底し、給付内容を検証すること。また、受益者負担の

適正化を図り、一般会計への負担の軽減に努めること。

保険料収入については、税部局と協力の上、収納率の向上に努

めること。

(２）公共下水道事業

下水道整備については、「茅ヶ崎市下水道整備計画」に基づき

事業量を精査するとともに、国庫補助金の動向を見極め、財源の

確保に努めること。また、経営の合理性・能率性を発揮し、健全

な事業経営に努めること。

既設管路等の維持管理費の増加に対しては、施設の現状を踏ま

えた、経費負担の抑制可能な事業手法を的確に選択すること。

受益者負担金については、負担公平の観点から適正な徴収に努

めること。

（３）後期高齢者医療事業

一般会計からの繰入金の対象となる経費の内容や保険料収入額

など、歳入歳出ともに精査し、的確な予算要求を行うよう努める

こと。

（４）介護保険事業

介護保険事業については、「第５期介護保険事業計画」と整合

性を図り、計画的かつ円滑な事業運営に努めること。
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（５）公共用地先行取得事業

既に借り入れた市債の償還に要する経費を見積もること。

新規事業については、必ず庁議決定を経たのち、事業費を的確

に見積もり、予算要求すること。

（６）病院事業

病院事業については、平成２５年４月より始まる「（仮称）中

期経営計画」により、より一層経営の健全化に努めること。併せ

て一般会計の負担が軽減できるように努めること。

６ その他予算要求書作成に関しては、経費区分基準表、予算要求基

準及び平成２５年度当初予算（第一次経費・第二次経費）見積書作

成要領に基づくこと。



2日（火） 26日(金) 28日(金)

第

平成25年度　当初予算編成スケジュール
１１月 １２月 １月１０月

各部局枠配分調整 第
一
次
経
費
予

予
算
編
成
方
針

第
一
次
経提

29日(月) 20日(火)

第一次経費ヒアリング、査定

予
算
内
示

針
説
明
会

経
費
予
算
要
求
書

提
出
期
限

29日(月) 20日(火)

扶助費及び関連経費、特別会計に係る経費
ヒアリング、査定

-
1
2
-

書

26日(金) 5日(月) 20日(火)

第二次経費ヒアリング、査定
（ 費 連経費 会 経費 除 ）

2
-

第

10日(月) 21日(金) 7日(月) 15日(火)

部長査定 理事者査定

（扶助費及び関連経費、特別会計に係る経費を除く）

提
出
期
限

第
二
次
経
費
予
算

22日（木） 21日(金)
第2次実施計画（素案）パブリックコメント

限算
要
求
書

＊日程は、変更になることがありますのでご了承ください。

11/28～12/18 議会開催



【歳入（一般財源ベース）】 【歳出（一般財源ベース）】

平成２５年度予算編成における収支の見通し

-13-

【歳入（ 般財源ベース）】 【歳出（ 般財源ベース）】

（単位：百万円） （単位：百万円）

平成２５年度
見込額

平成２５年度
所要額

① 市税 35,012 ① 職員給与費 12,031

② 地方交付税 1,524 ② 定例・定型的事業 6,721方 税 , 定例 定 事業 ,

③ 臨時財政対策債 2,585 ③ 政策的事業 26,982

④ その他交付金等 3,683

42,804 45,734合　計（Ａ） 合　計（Ｂ）

△ 2,930財源不足額（Ａ－Ｂ）

平成２５年度予算 収支内訳

平成２５年度予算編成における収支の見通し

（単位：百万円）

平成２５年度予算 収支内訳

財源不足額

29億3,000万円

平成２５年度予算編成における収支の見通し

平成２５年度予算 収支内訳

歳
入

市税

35,012

財源不足額

29億3,000万円

平成２５年度予算編成における収支の見通し

地方交付税

1 524
臨時財政対策債

2 585
その他交付金等

3 683

平成２５年度予算 収支内訳

歳
入

歳
出

市税

35,012

職員給与費

12,031
定例・定型

6,721
政策的事業

26,982

財源不足額

29億3,000万円

平成２５年度予算編成における収支の見通し

地方交付税

1,524
臨時財政対策債

2,585
その他交付金等

3,683

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

平成２５年度予算 収支内訳

歳
入

歳
出

市税

35,012

職員給与費

12,031
定例・定型

6,721
政策的事業

26,982

財源不足額

29億3,000万円

平成２５年度予算編成における収支の見通し

地方交付税

1,524
臨時財政対策債

2,585
その他交付金等

3,683

-13-



１　第一次経費 ・ ・

・

２　第二次経費 ・ ・

・

・

ア 人件費（第一次経費に該当するものを除く）

イ 扶助費及び関連経費

ウ 公債費

エ 災害復旧費・予備費

オ

カ 特別会計に係る経費

キ

ク 公共施設整備・再編計画に位置付けられた事務事業

ケ １点単価が１００万円以上の備品購入に係る経費

コ 車両購入に係る経費（用地管財課の購入に係るものを除く）

サ

シ その他の経費

・

※ 　経常及び臨時の区分は、従来のとおりとします。

特別会計へ支出する繰出金等（病院事業会計及び公共下水道事業会計への負担金等を含
む）

査　定　手　順

第一次経費は予算要求後、財政課の部局担当職員による
一件査定を行います。

「枠配分対象外経費」は、原則、第２次実施計画において採択された政策的事業で次の第二
次経費要求区分に掲げる経費とします。

-
1
4
-

■ 平成２５年度経費区分基準表

経　費　区　分 経　費　の　説　明

継続費及び債務負担行為設定分（平成２４年度当初予算で第一次経費として要求されたも
のを除く）

「枠配分対象外経費」については、第二次経費で要求してください。 第二次経費のうち、第二次経費要求区分が「イ　扶助費
及び関連経費」及び「カ　特別会計に係る経費」以外の
要求区分の経費は、予算要求後、財政課長ヒアリングを
経て、財務部長査定を行います。

第二次経費の予算要求に当たっては、予算要求書「事業の概要」欄に、上記ア～シの要求区
分を必ず明記してください。

「枠配分対象経費」は、次の経費とします。

平成２４年９月１９日付、企画部長発「茅ヶ崎市総合計画第２次実施計画期間における定
例・定型的事業に充てる事業費（第一次経費）について（通知）」により提示された「平
成２５年度事業費」

「枠配分対象経費」については、第一次経費で要求してください。

第二次経費要求区分が「イ　扶助費及び関連経費」及び
「カ　特別会計に係る経費」については、予算要求後、
財政課の部局担当職員による一件査定を行います。

■第二次経費要求区分

大規模修繕等（施設再編整備課の見積額が１００万円を超える施設等に係る改修及び修
繕）



○ 平成２５年度当初予算要求書作成要領

１　第一次経費

(1)提出期限 平成２４年１０月２６日（金曜日）・午後３時

及び提出場所 本庁舎７階　財政課

-15-

(2)提出書類  (ｱ)　平成２５年度第一次経費枠配分額一覧表　　　　　　　　　　　　１部

及び提出部数  (ｲ)　一般財源所要額集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

 (ｳ)　歳入予算要求書　　　　　　　　　          　　　　　　　　　１部（※ⅰ、ⅱ）

 (ｴ)　歳出予算要求書                            　　　　　　　　　１部（※ⅱ）

 (ｵ)　第一次経費削減説明書                        　　　　　　　　１部

 (ｶ)　債務負担行為に関する調書（更新）　　　　　　　　　　　　　　１部

( ) 自動車等購 要求調書（用地管財課） 部 (ｷ)  自動車等購入要求調書（用地管財課）　　　　　　　　　　　　　１部

 (ｸ)  補助金等に関する調書および交付要綱　　　　　　　　　　　　　１部

※ⅰ　歳入充当については、他課主管事業に充当するものがありますので調整してください。

※ⅱ　予算要求書は、歳入、歳出を別冊とし、課かいごとに通し番号を中央に付番し、部等

　　一括で提出してください。

●　(ｱ)～(ｴ)は必ず、(ｵ)～(ｸ)は必要に応じてイントラネットから帳票をダウンロードして

必要事項を記入後 提出してください なお (ｸ)については補助金を要求する際には必ず　必要事項を記入後、提出してください。なお、(ｸ)については補助金を要求する際には必ず

　提出し、調書については、併せて電子データをシステム内発送により提出してください。

●　予算要求に際しては、必要に応じて図面・資料等を１部添付してください。

(3)事業名の変更等 　事業名は、原則として２４年度予算説明書に記載された名称を用いてください。なお、予

算科目及び事業の新設・変更を必要とする場合は、財政課と協議のうえ、「歳入・歳出科目

登録依頼票」を提出してください。

(4)入力開始日 平成２４年１０月３日（水）から

(5)作成方法 (ｱ)　歳入予算のうち、国・県支出金等は、補助対象事業費、補助基本額、補助率等算出の基

　 礎を明記してください。

(ｲ)　歳出については、経費を「経常」と「臨時」に分類し、経常的経費は００１番から、臨

　 時的経費のうち翌年度以降経常化するものは５００番から、当年度のみの臨時的経費は時的経費 うち翌年度以降経常化するも は 番から、当年度 み 臨時的経費は

　 ８００番から付番し、作成してください。

(ｳ)　「事業の概要」欄には、冒頭に第２次実施計画における事業コード及び事業名を記載

　 し、既存事業については概要及び成果、新規事業については概要及び期待される成果を含

　 め、事業内容の詳細がわかるように明記してください。なお、市議会の平成２３年度決算

　 事業評価の対象事業の場合には「●決算事業評価対象事業」と第２次実施計画事業名の

　 次の行に明記し、該当する事業費の前年度からの増減額を記載してください。

(ｴ)　「報酬」の説明欄には、根拠条例を明記してください。

(ｵ)　「委託料」の説明欄には、算出の基礎、本年度要求額、前年度実績（見込み）額及び前

 　々年度決算額を明記してください。

(ｶ)　「負担金補助及び交付金」の説明欄には、支出先、支出根拠、本年度要求額及び前年度

　 予算額を明記してください。

(ｷ)　地方自治法第２３４条の３に基づく「長期継続契約」については、説明欄に「長期継

続契約」と明記してください　 続契約」と明記してください。

(6)その他 (ｱ)　第一次経費予算要求対象経費は、平成２５年度経費区分基準表を参照してください。

(ｲ)　財政課の部局担当職員による一件査定を実施します。※日程については、部局担当職員

　　より連絡をいたします。

-15-



２　第二次経費

(1)提出期限 平成２４年１０月２６日（金曜日）・午後３時

及び提出場所 本庁舎７階　財政課
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(2)提出書類  (ｱ)　歳入予算要求書                        　　　　　　　　　　　９部（※ⅰ、ⅱ）

及び提出部数 　　　　（扶助費及び関連経費に関する要求書は、１部）

 (ｲ)　歳出予算要求書                            　　　　　　　　　９部（※ⅱ）

　　　　（扶助費及び関連経費に関する要求書は、１部）

 (ｳ)　継続費要求書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９部

 (ｴ)　継続費に関する調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９部( ) 継続費 関す 調書 部

 (ｵ)　債務負担行為要求書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９部

 (ｶ)　債務負担行為に関する調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　９部

 (ｷ)  自動車等購入要求調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９部

 (ｸ)  補助金等に関する調書および交付要綱　　　　　　　　　　　　　９部

　　　　（扶助費及び関連経費に関する要求書は、１部）

※ⅰ　歳入充当については、他課主管事業に充当するものがありますので調整してください。

※ⅱ　予算要求書は、歳入、歳出を別冊とし、通し番号を中央に付番し、提出してください。

●　(ｱ)及び(ｲ)は必ず、 (ｳ)～(ｸ)は必要に応じてイントラネットから帳票をダウンロードし

　て提出してください。なお、(ｸ)については、補助金を要求する際には必ず提出し、調書に

　ついては、併せて電子データをシステム内発送により提出してください。

●　予算要求に際しては、必要に応じて図面・資料等を９部添付してください。

　

(3)事業名の変更等 　事業名は、原則として２４年度予算説明書に記載された名称を用いてください。なお、予

算科目及び事業の新設・変更を必要とする場合は、財政課と協議のうえ、「歳入・歳出科目

登録依頼票」を提出してください。

(4)入力開始日 平成２４年１０月３日（水）から( )入力開始日 平成２４年１０月３日（水）から

(5)作成方法 前頁の「１　第一次経費」を参照してください。（(ｳ)を除く）

(ｳ)　「事業の概要」欄には、冒頭に第２次実施計画における事業コード及び事業名を記載

　　し、２行目は企画経営課提示の第２次実施計画事業採択ランク（Ａ～Ｂ）及び提示額

　　を記載してください。３行目は「■平成２５年度経費区分基準表」に掲げられた第二

　　次経費要求区分「(ｱ)～(ｼ)」を明記し、次の行には市議会の平成２３年度決算事業評

　　価の対象事業の場合には「●決算事業評価対象事業」と明記し、それぞれ該当する事

　　業費の前年度からの増減額を記載してください。それ以降は既存事業については概要

　  及び成果、新規事業については概要及び期待される成果を含め、事業内容の詳細がわか

　　るように明記してください。

(6)その他 (ｱ)　第二次経費予算要求対象経費は、平成２５年度経費区分基準表を参照してください。

(ｲ) 予算査定は 扶助費及び関連経費と特別会計に係る経費については１０月(ｲ)　予算査定は、扶助費及び関連経費と特別会計に係る経費については１０月

　　２９日（月）から、それ以外の第二次経費については１１月５日（月）

　　から実施します。※詳細な日程については別途通知いたします。
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○予算要求基準

節 及 び 細 節 積 算 基 準 及 び 注 意 事 項

1 報 酬 現行条例単価によること（支出の根拠条例を必ず記載すること）。

1 議 員 報 酬

2 非常勤特別職報酬 既存の組織又は機関の必要性、人員及び開催回数を再検討すること。

3 非常勤嘱託員報酬

4 非常勤嘱託職員報酬 非常勤嘱託職員については、事前に職員課と協議すること。

2 給 料

1 特 別 職 給

2 一 般 職 給

3 職 員 手 当 等 時間外勤務手当は、平成２４年度当初予算額以内とすること。

4 共 済 費 臨時職員、非常勤嘱託職員等の雇用に要する共済費は、各課が見積も

1 共済組合等負担金 り、執行は、職員課とする。ただし、労災保険料については、自課執行

2 災害補償基金負担金 とする。

3 社 会 保 険 料

5 災 害 補 償 費

1 災 害 補 償 費

6 恩 給 及 び 退 職

年 金

1 恩給及び退職年金

7 賃 金 新規及び雇用人数・時間等に変更を伴う場合は、事前に職員課と協議

1 賃 金 し、調整後に要求すること。

単価は、次に掲げる２４年９月現在の単価を基準とし、雇用日数は、

最小限に抑えること。

一 般 事 務 時給 ８６０円

保 育 士 １，０００円

保 健 師 １，２８０円

看 護 師 １，２００円

清 掃 作 業 員 １，２００円

その他の現場作業員 ８５０円

給 食 調 理 員 ８８０円

栄 養 士 １，０００円
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○予算要求基準

節 及 び 細 節 積 算 基 準 及 び 注 意 事 項

給 食 配 膳 員 時給 ８４０円

施 設 用 務 員 ８４０円

夜 間 管 理 業 務 員 ８６０円

交通費相当分は、通勤距離２．０㎞以上の者について、次のとおり支

給する。

ア 交通機関利用者１勤務につき、５００円を限度として実費支給す

る。

イ 交通用具利用者１勤務につき、１００円を支給する。ただし、１

か月２，０００円を限度とする。

なお、臨時職員、非常勤嘱託職員等の雇用に要する共済費は、各課が

見積もり、執行は、職員課とする。

8 報 償 費 講師謝礼（大学教授程度） １時間当たり ２０，０００円以内

1 報 償 費 調査員、各種委員等への謝礼は、現行単価以内で見積もること。

各種大会、行事等における記念品、参加賞は認めない。

9 旅 費 各種協議会等の県外視察は、会長市以外は認めない。

1 費 用 弁 償 全国大会等の出席は、認めない。

2 普 通 旅 費

10 交 際 費 平成２３年度実績額及び平成２４年度当初予算額を考慮し、支出の内

1 交 際 費 容等を十分に精査し、節減に努めること。

11 需 用 費 積極的に抑制を図ること。

1 消 耗 品 費 財務事務に係るオンライン用トナーは、情報推進課で見積もる。

印刷用紙は、文書法務課で一括管理し、使用量抑制に努めること（用

紙購入は、前年度以下に抑えること）。

2 燃 料 費 平成２３年１０月から平成２４年９月までの使用実績を考慮し見積も

ること。単価については、単価契約物品の場合、平成２４年１０月現在

の単価契約額とする。

3 食 糧 費 平成２３年度実績額及び平成２４年度当初予算額を考慮すること。

単価は、次の基準による。

飲 み 物 ２００円以内

弁当・食事 ５２０円以内

食事の提供は、報酬・報償費を支出する会議等では認めない。
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○予算要求基準

節 及 び 細 節 積 算 基 準 及 び 注 意 事 項

4 印 刷 製 本 費 平成２３年度実績額及び平成２４年度当初予算額を考慮すること。

印刷物は、できる限り簡易印刷機を活用すること。特に会議資料等内

部印刷物は、茅ヶ崎市環境マネジメントシステム（Ｃ－ＥＭＳ）に基づ

き簡易印刷機を使用すること。

5 光 熱 水 費 平成２３年１０月から平成２４年９月までの実績額を考慮すること。

電気料金の値上げに伴う光熱水費の増額が見込まれるため、より一

層、電力使用量の節減に努めること。

電気料は、施設を所管する課かいにあっては、過去の電力消費量を勘

案し要求するとともに、１年を通して時期により契約電力量と最大電力

消費量とに著しい乖離がある場合は、その傾向を把握し、契約電力の変

更を適宜行い経費の節減に努めること。

下水道使用料は、光熱水費で要求すること。

6 修 繕 料 施設等の修繕は、緊急度等を考慮し、枠配分の範囲で計画すること。

１件１００万円以上の施設等の修繕は、工事請負費で要求すること。

なお、要求書に併せ見積書（１部）を提出すること。

7 賄 材 料 費 平成２３年１０月から平成２４年９月までの実績額を考慮すること。

8 医 薬 材 料 費 平成２３年１０月から平成２４年９月までの実績額を考慮すること。

9 飼 料 費 平成２３年１０月から平成２４年９月までの実績額を考慮すること。

12 役 務 費 平成２３年１０月から平成２４年９月までの実績額を考慮すること。

1 通 信 運 搬 費 郵送料は、納税通知書など一時に多量発送するものを除き、文書法務

課において一括して見積もる（事前に文書法務課と調整を図ること）。

2 広 告 料 平成２３年度実績額及び平成２４年度当初予算額を考慮すること。

3 手 数 料 平成２３年度実績額及び平成２４年度実績額（見込額）を考慮するこ

と。

車両等のリサイクル費用は、手数料で要求すること。

4 筆 耕 翻 訳 料 平成２３年度実績額及び平成２４年度実績額（見込額）を考慮するこ

と。

5 火 災 保 険 料 平成２３年度実績額及び平成２４年度実績額（見込額）を考慮するこ

と。

6 自 動 車 損 害 保 険 料 用地管財課と協議をすること。

7 保 険 料 平成２３年度実績額及び平成２４年度実績額（見込額）を考慮するこ

と。
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○予算要求基準

節 及 び 細 節 積 算 基 準 及 び 注 意 事 項

13 委 託 料 定例業務については、指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合も

1 委 託 料 含め、次の視点から再点検し、委託料の削減を図ること。

○公共施設の管理水準の見直し（回数、時間、期間、人員など）

○委託業務の種類、内容、項目、数量、程度の見直し

○同種の委託業務の統合の検討

新規委託する場合は、事業の合理化、効率化について精査し、要求す

ること。

14 使 用 料 及 び 基準の定まっているものは、所定の額とする。

賃 借 料 下水道使用料は、光熱水費で要求すること。

1 使 用 料 及 び 賃 借 料 賃借料は、平成２３年度実績額及び平成２４年度実績額（見込額）を

考慮すること。

リース契約しているものは、リース期間を明記すること。

パソコン等リース契約しているもので、リース期間終了後においても

使用可能な機器については、可能な限り再リースすること。

15 工 事 請 負 費 １件１００万円以上の施設等の修繕は、工事請負費で要求すること。

1 工 事 請 負 費 見積書、工事箇所図、見取図等の資料（１部）を添付すること。

施設等の建設工事に係る仕様は、標準的なものとすること。

16 原 材 料 費 平成２３年度実績額及び平成２４年度当初予算額を考慮すること。

1 原 材 料 費

17 公有財産購入費 単価は、実勢価格を十分考慮し計上すること。買い換え価格は、関係

1 公有財産購入費 課と協議すること。

2 土地開発公社保有分

18 備 品 購 入 費 必要性を十分検討すること。

1 備 品 購 入 費 更新する場合は、購入日を明記すること。

2 車 両 購 入 費

19 負担金補助及び 「茅ヶ崎市における補助金等の見直しについて」で示した見直し基準

交付金 を適用した結果を反映すること。新規に補助金を要求するものについて

1 負 担 金 は、事前に庁議に諮った上で要求をすること。

2 補助金、交付金 県内各市などで構成される行政協議会等の年会費、研修会等の負担金

は、原則として削減及び廃止の方向での見直しを行い、各協議会での検

討結果を踏まえて要求すること。



- 21 -

○予算要求基準

節 及 び 細 節 積 算 基 準 及 び 注 意 事 項

20 扶 助 費 件数、人数等の積算は、平成２４年１０月１日現在の人員を基礎に見

1 扶 助 費 積もること。

単価は、現行単価で要求すること。

21 貸 付 金 資金運用に留意し、必要最小額の経費とすること。

1 貸 付 金

22 補 償 補 填 及 び 対象物件、数量など必要額を精査し、的確に計上すること。

賠 償 金

1 補 償 補 填

2 賠 償 金

23 償還金利子及び

割引料

1 償還金利子及び割引料

24 投資及び出資金

1 投資及び出資金

25 積 立 金

1 積 立 金

26 寄 附 金

1 寄 附 金

27 公 課 費

1 公 課 費

28 繰 出 金 特別会計においては、経営の一層の効率化と健全経営の維持に取り組

1 繰 出 金 み、当該会計の現状及び繰出項目・内容を精査分析の上、一般会計から

の繰入金を可能な限り抑制すること。

29 予 備 費
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